
土地改良・切り語り

1 

農
業
協
同
組
合
と
は

　

本
コ
ラ
ム
で
は
土
地
改
良
区
の
特
性
を
地
方
公
共
団

体
（
№ 
33
）
や
株
式
会
社
（
№ 
31
）
と
の
比
較
に
よ
り

明
ら
か
に
し
た
。
今
回
は
農
業
協
同
組
合
（
以
下
、

J
A
と
い
う
。）
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　

協
同
組
合
は
中
小
規
模
の
生
産
者
や
消
費
者
が
相
互

扶
助
の
観
点
か
ら
、
各
自
の
事
業
・
生
活
の
改
善
の
た

め
に
組
織
す
る
団
体

で
あ
る
。
J
A
は
表

1
の
事
業
で
農
業
者

の
組
合
員
に
最
大
の

奉
仕
を
目
的
と
し
、

共
同
購
入
や
共
同
販

売
等
は
基
本
的
に
独

占
禁
止
法
の
適
用
が

除
外
さ
れ
、
他
の
協

同
組
合
な
ど
と
違
い

信
用
事
業
の
兼
業
も

認
め
ら
れ
る
。

2 
J
A
の
歴
史

　

一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）
に
産
業
組
合
法
が

制
定
さ
れ
、
信
用
、
販
売
、
購
買
、
利
用
（
生
産
・
生

活
施
設
の
共
同
設
置
）
の
四
種
が
組
合
事
業
に
な
っ
た
。

組
合
員
に
職
業
に
よ
る
制
限
は
な
く
、
農
業
者
だ
け
で

な
く
地
主
や
商
人
も
認
め
ら
れ
地
域
組
合
で
あ
っ
た
。

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
に
農
山
漁
村
経
済
更
生
運

動
で
、「
全
戸
加
入
」「
未
設
置
町
村
解
消
」「
四
種
兼
営
」

に
努
め
、
ほ
ぼ
全
て
の
町
村
に
四
種
兼
営
の
産
業
組
合

が
生
ま
れ
た
。
J
A
全
農
に
繋
が
る
。

　

一
方
、
一
八
九
九
年
の
農
会
法
で
、
農
業
の
改
良
発

達
を
図
る
た
め
農
業
技
術
指
導
等
を
行
い
、
会
員
の
賦

課
金
と
政
府
補
助
金
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
半
官
半
民

組
織
の
農
会
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
農
会
は
農
政

補
助
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
地
域
内
に
一
定
の

面
積
を
所
有
す
る
農
業
者
の
強
制
加
入
制
と
な
っ
た
。

J
A
全
中
の
源
流
で
あ
る
。

　

戦
時
体
制
下
で
食
糧
管
理
制
度
に
併
せ
て
農
業
団
体

法
が
制
定
さ
れ
、
農
会
、
産
業
組
合
な
ど
を
統
合
し
、

す
べ
て
の
農
業
者
と
農
地
所
有
者
が
強
制
加
入
す
る
農

業
会
が
市
町
村
と
都
道
府
県
に
設
立
さ
れ
た
。

　

戦
後
、
G
H
Q
は
、
一
九
四
七
年
に
農
地
改
革
で
生

ま
れ
た
小
規
模
な
農
地
を
所
有
す
る
多
数
の
自
作
農
に

よ
る
自
立
的
な
欧
米
型
農
業
協
同
組
合
（
専
門
農
協
）

の
創
設
を
指
示
し
た
。
し
か
し
、
深
刻
な
食
糧
難
の
中

で
食
料
の
統
制
・
管
理
す
る
た
め
、
農
業
会
を
改
組
し

た
現
在
の
J
A
（
組
合
農
協
）
が
発
足
し
た（
注
1
）。

3 

J
A
の
法
的
位
置
づ
け

　

法
人
に
は
公
法
人
と
私
法
人
が
あ
り
、
公
法
人
は
国

家
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
公
権
力
の
行
使

が
認
め
ら
れ
て
い
る
法
人
で
あ
る
。地
方
公
共
団
体（
一

般
的
に
は
国
を
含
め
な
い
）
の
他
に
、
公
共
組
合
（
公

法
上
の
社
団
法
人
で
土
地
改
良
区
な
ど
）、
営
造
物
法

人
（
公
法
上
の
財
団
法
人
で
公
社
、
公
団
な
ど
）、
独

立
行
政
法
人
な
ど
が
あ
る
。

　

私
法
人
は
私
的
な
社
会
活
動
を
目
的
と
し
、
私
人
の

設
立
行
為
に
よ
り
成
立
す
る
公
権
力
を
持
た
な
い
私
法

上
の
法
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
営
利
法
人
（
株
式
会

社
な
ど
）
は
主
に
経
済
的
利
益
を
目
的
に
し
、
物
質
的

利
益
を
構
成
員
（
株
主
）
へ
の
分
配
が
認
め
ら
れ
る
法

人
で
あ
る
。
非
営
利
法
人
は
経
済
的
利
益
が
主
な
目
的

で
は
な
い
法
人
で
、
公
益
法
人
（
一
般
や
公
益
の
財
団

法
人
・
社
団
法
人
な
ど
）
と
中
間
法
人
が
あ
る
。

　

中
間
法
人
は
、
営
利
で
も
積
極
的
な
公
益
を
目
指
す
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農業協同組合と土地改良区

表 1　JAの事業
事業種 事業内容

営農指導 経営や技術の指導

経済事業
購買 事業・生活物資の供給

販売 農産物の運搬・加工・貯蔵・販売

信用 事業・生活資金の貸付けと貯金の受入れ

保険・共済 生命・火災・自動車・建物更生等の共済

医療・介護 医療・保健・高齢者福祉

＊ その他として、事業や生活関連施設の共同利用、農産加工品
などの農村工業事業、農地信託、宅地等供給、農業経営の受
託、農業経営、団体協約、付帯事業など

土地改良・切り語り
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、
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に
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公
法
上
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財
団
法
人
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公
社
、
公
団
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ど
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独

立
行
政
法
人
な
ど
が
あ
る
。

　

私
法
人
は
私
的
な
社
会
活
動
を
目
的
と
し
、
私
人
の

設
立
行
為
に
よ
り
成
立
す
る
公
権
力
を
持
た
な
い
私
法

上
の
法
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
営
利
法
人
（
株
式
会

社
な
ど
）
は
主
に
経
済
的
利
益
を
目
的
に
し
、
物
質
的

利
益
を
構
成
員
（
株
主
）
へ
の
分
配
が
認
め
ら
れ
る
法

人
で
あ
る
。
非
営
利
法
人
は
経
済
的
利
益
が
主
な
目
的

で
は
な
い
法
人
で
、
公
益
法
人
（
一
般
や
公
益
の
財
団

法
人
・
社
団
法
人
な
ど
）
と
中
間
法
人
が
あ
る
。

　

中
間
法
人
は
、
営
利
で
も
積
極
的
な
公
益
を
目
指
す

わ
け
で
も
な
く
、
特
定
構
成
員
の
福
利
厚
生
を
目
的
と

し
た
特
別
法
に
よ
り
法
人
格
を
与
え
ら
れ
た
団
体
で
、

J
A
の
他
に
、
中
小
企
業
な
ど
の
協
同
組
合
、
消
費
生

活
協
同
組
合
、
労
働
組
合
な
ど
が
あ
る（
注
2
）。

4 

J
A
と
他
団
体
の
比
較

　

J
A
と
他
の
法
人
と
の
比
較
は
表
2
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
株
式
会
社
と
の
比
較

　

第
一
に
株
式
会
社
の
所
有
者
（
株
主
）
は
株
式
に
よ

る
高
配
当
が
目
的
で
、
会
社
の
製
品
使
用
や
施
設
利
用

が
目
的
で
な
い
。
協
同
組
合
は
出
資（
注
3
）が

あ
っ
て
も

事
業
の
利
用
者
と
出
資
者
が
同
一
で
あ
る
。
第
二
に
株

式
会
社
で
は
各
株
主
が
株
式
数
に
比
例
し
た
総
会
の
議

決
権
・
選
挙
権
数
を
持
ち
、
多
数
の
株
式
所
有
株
主
の

意
向
に
よ
る
会
社
運
営
が
行
わ
れ
る
。
協
同
組
合
は
出

資
額
に
よ
ら
ず
一
人
一
票
制
で
あ
る
。
第
三
に
株
式
会

社
は
配
当
を
無
制
限
に
行
え
る
が
、
J
A
で
は
、
組
合

員
が
組
合
に
支
払
っ
た
代
金
や
手
数
料
な
ど
が
必
要
経

費
を
上
回
り
剰
余
金
が
生
じ
た
場
合
に
、
過
払
い
分
を

取
扱
量
や
価
額
等
に
応
じ
て
返
却
す
る
こ
と
（「
事
業

利
用
分
量
配
当
」
と
言
わ
れ
、
利
益
分
配
で
な
く
税
務

上
の
費
用
（
損
金
）
と
さ
れ
る
。）
を
重
視
し
、
出
資

額
に
応
じ
た
配
当
は
制
限
さ
れ
る
。
第
四
に
株
式
会
社

は
自
身
の
利
益
追
求
を
目
的
と
す
る
が
、
J
A
は
共
同

事
業
に
よ
る
組
合
員
事
業
の
補
完
を
目
的
と
す
る
。

⑵
土
地
改
良
区
と
の
比
較

　

土
地
改
良
区
は
公
共
投
資
に
よ
る
社
会
資
本
形
成
で

あ
る
土
地
改
良
事
業
を
行
政
に
代
わ
っ
て
実
施
す
る
農

業
者
の
組
織
で
あ
る（
注
4
）。

公
権
力
の
行
使
が
認
め
ら

れ
て
い
る
公
法
人
で
あ
る
た
め
に
、
第
一
に
都
道
府
県

知
事
の
設
立
認
可
後
に
法
人
登
記
は
必
要
な
く
、
農
業

者
の
発
意
に
よ
る
事
業
で
受
益
す
る
一
定
の
地
域
内
の

農
業
者
の
三
分
の
二
の
同
意
で
事
業
が
実
施
さ
れ
る
。

受
益
を
受
け
る
者
は
強
制
加
入
の
組
合
員
と
な
り
、
事

業
経
費
が
強
制
徴
収
さ
れ
る
。
第
二
に
J
A
は
基
本
的

に
加
入
も
脱
会
も
自
由
で
あ
る
が
、
土
地
改
良
区
は
強

制
加
入
で
資
格
を
失
わ
な
い
限
り
脱
会
で
き
な
い
。
第

三
に
J
A
は
目
的
に
即
し
た
信
用
事
業
も
含
む
様
々
な

事
業
が
実
施
で
き
る
が
、
土
地
改
良
区
の
事
業
は
一
定

の
地
域
内
の
土
地
改
良
事
業
と
附
帯
す
る
事
業
に
限
定

さ
れ
る
。

5 

J
A
の
抱
え
る
問
題
と
土
地
改
良
区

　

我
が
国
J
A
の
特
徴
で
あ
る
総
合
農
協
は
、
経
営
規

模
拡
大
に
伴
う
農
業
者
の
減
少
と
都
市
近
郊
農
村
の
混

住
化
や
中
山
間
農
村
の
人
口
減
少
・
廃
村
化
の
中
で
、

都
道
府
県
毎
に
合
併
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
膨
大

な
非
農
家
を
准
組
合
員
と
し
て
取
り
込
む
形
で
存
続
し

て
い
る
。
法
人
税
の
軽
減
な
ど
の
優
遇
措
置
が
与
え
ら

れ
る
J
A
へ
の
批
判
も
多
い
が
、
人
口
が
少
な
く
民
間

ビ
ジ
ネ
ス
が
成
り
立
ち
に
く
い
地
域
で
は
多
く
の
住
民

が
利
用
す
る
様
々
な
事
業
を
結
合
供
給
的
に
行
う
組
織

と
し
て
意
味
が
あ
る
。

　

土
地
改
良
区
は
農
地
利
用
集
積
が
進
む
中
で
耕
作
者

を
組
合
員
と
す
る
原
則
を
貫
徹
す
れ
ば
、
短
期
の
賃
貸

借
契
約
と
長
期
に
及
ぶ
事
業
効
果
・
経
費
償
還
と
施
設

管
理
の
在
り
方
が
問
題
に
な
る
。
ま
た
、
組
合
員
の
減

少
か
ら
、
発
起
人
や
総
代
数
、
一
人
一
票
制
、
三
分
の

二
強
制
な
ど
の
制
度
上
の
問
題
が
生
じ
る（
注
4
）。

そ
の

一
方
で
、
近
年
の
法
改
正
で
、
議
決
権
・
選
挙
権
の
な

い
准
組
合
員
や
非
農
家
も
含
む
施
設
管
理
準
組
合
員
の

制
度
に
よ
り
、
土
地
改
良
施
設
利
用
の
関
係
者
の
全
て

を
包
含
で
き
、
地
域
農
業
を
担
う
経
営
体
と
連
携
し
た

地
域
住
民
団
体
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。
今
後

の
J
A
の
姿
を
見
つ
め
な
が
ら
、
土
地
改
良
区
の
姿
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

【
注
1
】 

欧
米
で
は
作
物
ご
と
の
専
門
農
協
で
農
業
者
の
経
営
内
容
（
作

物
）
が
変
わ
れ
ば
他
の
農
協
に
移
る
。
わ
が
国
で
は
、
す
べ
て
の
作
物

や
生
産
か
ら
生
活
ま
で
の
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
ご
と
に
設
置
さ
れ

た
総
合
農
協
が
多
く
、
農
業
者
は
一
つ
の
農
協
だ
け
に
加
入
し
、
ほ
と

ん
ど
脱
退
す
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
も
、
非
農
業
者
で
議
決
権
を
持
た

な
い
准
組
合
員
が
多
数
参
加
し
て
お
り
、
J
A
は
農
業
の
職
能
組
合
で

な
く
、
地
域
協
同
組
合
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

【
注
2
】
社
交
ク
ラ
ブ
、
同
好
会
、
同
窓
会
な
ど
も
、
一
時
、
中
間
法
人

法
で
現
在
は
一
般
社
団
法
人
に
移
行
し
て
い
る
。

【
注
3
】
農
協
法
で
は
信
用
事
業
と
共
済
事
業
を
行
う
J
A
で
は
組
合
員

は
出
資
を
必
要
と
す
る
。

【
注
4
】
本
コ
ラ
ム
№
5
「
和
の
稔
り
」、
№
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」、

№
16
「
三
条
資
格
者
」
を
参
照
願
い
た
い
。

【
参
考
引
用
文
献
】

農
協
法
研
究
会
：
よ
く
わ
か
る
農
協
法
、
全
国
共
同
出
版
社
、

二
〇
一
六
年

太
田
原
高
昭
：
農
業
協
同
組
合
の
誕
生
、
北
海
学
園
大
学
経
済
論
集
、

二
〇
〇
七
年

亀
岡
鉱
平
：
農
地
集
積
が
土
地
改
良
区
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
考
察

（
農
林
金
融
）、
農
林
中
金
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
九
年

表 2　土地改良区・農業協同組合・株式会社の違い
公法人

（公共組合）
私法人

（非営利法人・中間法人）
私法人

（営利法人）
土地改良区 農業協同組合JA 株式会社

目的 土地改良事業の施行
農業生産力の増進及び農
業者の経済的社会的地位
の向上

利益追及

性格 人的結合体 人的結合体 物的結合体

事業 土地改良事業及び付帯す
る事業

組合員に奉仕する事業
（表 1参照） 定款に揚げる事業

設立要件 15人以上の農業者が発起
人になる。

15人以上の農業者が発起
人になる。

資本金 1円以上、
1人以上

行政の認可 必要 必要 不要

組合員資格
土地改良事業で利益を受
ける地区内の農業者（原
則使用収益権者）

農業者（農民及び農業経
営を営む法人） 無制限

加入
当然加入（事業地区内の
組合員資格者の 2 / 3 以
上の同意に基づく）

自由（定款の定める） 株式の譲受・増資
割当による

脱退 組合員資格喪失時のみ脱
会可能 自由 株式の譲渡による

議決権 出資はなく平等
（ 1人 1票）

出資額によらず平等
（ 1人 1票） 出資別（ 1株 1票）

法人登記 都道府県知事の認可によ
り不要 必要 必要

根拠法
土地改良法 農業協同組合法 会社法
（施行：昭和24年） （施行：昭和22年） （施行：平成17年）
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